
建設リサイクル建設リサイクルに関する今後の動向に関する今後の動向

平成１平成１７７年１０月１２日年１０月１２日

国土交通省総合政策局国土交通省総合政策局



１．廃棄物の現状１．廃棄物の現状１．廃棄物の現状
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廃棄物廃棄物の排出量の排出量
廃棄物の総排出量約廃棄物の総排出量約４億６，４００万トン４億６，４００万トンのうちのうち

　　約９０％は、産業廃棄物　　　約９０％は、産業廃棄物　（平成（平成１５年度１５年度実績　環境省調査）実績　環境省調査）

※放射性廃棄物は除く※放射性廃棄物は除く

一般廃棄物

５，２００万トン

１１％

産業廃棄物

４億１，２００万トン

８９％
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減量化量
３，６８０万トン
（６７．４%）

最終処分量
８５０万トン
（１５．５%）

再資源化量

９２０万トン
（１６．８%）

廃棄物廃棄物の処理状況の処理状況

一般廃棄物は、減量化が中心一般廃棄物は、減量化が中心

産業廃棄物は、可能な限り再資源化を行い、再資源化が困産業廃棄物は、可能な限り再資源化を行い、再資源化が困

　　 難な場合に縮減、最終処分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難な場合に縮減、最終処分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成（平成１５年度１５年度実績　環境省調査）実績　環境省調査）

一般廃棄物の処理状況一般廃棄物の処理状況 産業廃棄物の処理状況産業廃棄物の処理状況

自家処理量
２０万トン
（０．３%）

再資源化量
２億トン

（４８．９％）
減量化量

１億８，０００万トン
（４３．７％）

最終処分量
３，０００万トン

（７．４％）
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廃棄物の課題

①　最終処分場の残余容量が不足　　　　　　　
　　(最終処分場の新規設置は困難）

②　不法投棄の横行　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（不法投棄量は年間約41万トン）

①　最終処分場の残余容量が不足　　　　　　　①　最終処分場の残余容量が不足　　　　　　　
　　　　((最終処分場の新規設置は困難）最終処分場の新規設置は困難）

②　不法投棄の横行　　　　　　　　　　　　　　　　②　不法投棄の横行　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（不法投棄量は年間約　　（不法投棄量は年間約4141万トン）万トン）

　廃棄物の排出量、最終処分量の内そのほとん
　どが産業廃棄物である。

　　廃棄物の排出量、最終処分量の内そのほとん
　どが産業廃棄物である。

　産業廃棄物については　産業廃棄物については

　の２点が課題である。　の２点が課題である。
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最終処分場の残余容量最終処分場の残余容量
一般廃棄物の最終処分場残余容量は　　一般廃棄物の最終処分場残余容量は　　 　　　　　　１３．２年分１３．２年分　　　　　　
産業廃棄物の最終処分場残余容量は　わずか　４．５年分　　　産業廃棄物の最終処分場残余容量は　わずか　４．５年分　　　
　　　　（（一般廃棄物：平成１５年度実績、産業廃棄物：平成１４年度実績一般廃棄物：平成１５年度実績、産業廃棄物：平成１４年度実績　環境省調査）　環境省調査）
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　　　　　　　　　　８４５万トン＝１，０３５万ｍ３

一般廃棄物一般廃棄物

産業廃棄物産業廃棄物
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産業廃棄物不法投棄の現状産業廃棄物不法投棄の現状

　　

産業廃棄物不法投棄件数及び不法投棄量産業廃棄物不法投棄件数及び不法投棄量 （環境省調査）（環境省調査）
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２．建設廃棄物の現状２．建設廃棄物の現状２．建設廃棄物の現状
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建設廃棄物の廃棄物処理法上の位置付け建設廃棄物の廃棄物処理法上の位置付け

産
業
廃
棄
物

産産
業業
廃廃
棄棄
物物

廃棄物処理法施行令で　　廃棄物処理法施行令で　　
定められた産業廃棄物定められた産業廃棄物

建設工事で発生する廃棄物建設工事で発生する廃棄物

ガラス・陶磁器ガラス・陶磁器くずくず

建設廃棄物建設廃棄物

建設汚泥建設汚泥

アスファルト・コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材建設発生木材

コンクリート塊コンクリート塊

廃塩ビ管、合成ゴムくず　など廃塩ビ管、合成ゴムくず　など

ガラスくず、瓦、タイルくず　などガラスくず、瓦、タイルくず　など

金属加工金属加工くずくず、保安柵、保安柵くずくず　など（有償売却不能品）　など（有償売却不能品）

包装材、段ボール、壁紙くず　など（有償売却不能品）包装材、段ボール、壁紙くず　など（有償売却不能品）

廃ウエス、ロープ類、畳など廃ウエス、ロープ類、畳など

防水アスファルト、アスファルト乳剤残さ　など防水アスファルト、アスファルト乳剤残さ　など

天然ゴムくず　天然ゴムくず　

建設混合廃棄物　建設混合廃棄物　
（廃棄物が分別　　（廃棄物が分別　　
されずに混在し　されずに混在し　
てているもの）いるもの）

※　赤字は、排出量の多い主たる建設廃棄物※　赤字は、排出量の多い主たる建設廃棄物

　　　　　　　　　　　は　建設リサイクル法に基づく　　　　　　　　　　　　　は　建設リサイクル法に基づく　　
　　　　　　　　　　　　特定建設資材廃棄物　　　　　　　　　　　　特定建設資材廃棄物

がれき類がれき類

廃プラスチック廃プラスチック

汚泥汚泥

木木くずくず

金属金属くずくず

紙くず紙くず

ゴムくずゴムくず

繊維繊維くずくず

燃えが燃えがらら

廃油廃油

廃アルカリ廃アルカリ
廃酸廃酸

動植物性残さ動植物性残さ

動物の動物のふんふん尿尿

鉱鉱さいさい

動物の死体動物の死体

ばいじんばいじん

ガラス・陶磁器ガラス・陶磁器くずくず

動物系固形不要物動物系固形不要物

産業廃棄物を処産業廃棄物を処
理するために処理するために処
理したもの理したもの
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建設建設廃棄物の排出量廃棄物の排出量

産業廃棄物総量　約産業廃棄物総量　約４億１，２００万トン４億１，２００万トンの約２割（の約２割（７，５００万トン７，５００万トン）が建設廃棄物）が建設廃棄物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１５年度１５年度実績　環境省調査）実績　環境省調査）

電気・ガス・
熱供給・
水道業
9,200万ｔ

(22%)

農業
9,100万ｔ

(22%)建設業
7,500万ｔ

(18%)

パルプ・紙等
製造業
3,700万ｔ

(9%)

鉄鋼業
3,100万ｔ

(8%)

化学工業
1,900万ｔ

(5%)

その他
6,700万ｔ

(16%)
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建設廃棄物の最終処分量・不法投棄量建設廃棄物の最終処分量・不法投棄量

産業廃棄物最終処分量　約４０００万トンの約２割（７００万トン）が　　　　　産業廃棄物最終処分量　約４０００万トンの約２割（７００万トン）が　　　　　
建設廃棄物　　（建設廃棄物　　（平成１４年度実績　環境省調査、平成１４年度建設副産物実態調査）平成１４年度実績　環境省調査、平成１４年度建設副産物実態調査）

平成平成１６年度１６年度産業廃棄物不法投棄量産業廃棄物不法投棄量平成１４年度産業廃棄物最終処分量平成１４年度産業廃棄物最終処分量

産業廃棄物不法投棄量　約産業廃棄物不法投棄量　約４１万トン４１万トンのの約９割（３５．４万トン約９割（３５．４万トン）が　　　　　　）が　　　　　　
建設建設廃棄物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（廃棄物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成平成１６年度１６年度実績　環境省調査）実績　環境省調査）

建設廃棄物

35.4万t

(86.2%)

その他の

産業廃棄物

5.7万t

(13.8%)

建設廃棄物

700万t

(17.5%)

その他の

産業廃棄物

3，300万t

(82.5%)
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建設廃棄物の品目別排出量・最終処分量・不法投棄量建設廃棄物の品目別排出量・最終処分量・不法投棄量

平成１４年度建設廃棄物平成１４年度建設廃棄物
品目別排出量品目別排出量（国土交通省調査）（国土交通省調査）

平成平成１６年度１６年度建設廃棄物不法投棄量建設廃棄物不法投棄量（環境省調査）（環境省調査）

コンクリート塊

87万トン(12%)

アスファルト

・コンクリート塊

3,000万トン(36%)

建設汚泥 800万トン(10%)

建設発生木材 500万トン (6%)

建設混合廃棄物 300万トン (4%) その他 100万トン (2%)

がれき類

4.3万トン

(12%)

木くず

3.5万トン(10%)

その他の

建設廃棄物

4.6万トン

(13%)

※※廃プラスチックのうち、廃プラスチックのうち、20.420.4万トンは沼津市の万トンは沼津市の大規模大規模事案事案

アスファルト

・コンクリート塊

38万トン(5%)

コンクリート塊

3,500万トン

(42%)

建設汚泥

265万トン

(38%)
建設発生木材
50万トン (7%)

建設混合

廃棄物

216万トン (31%)

その他 41万トン (6%)

平成１４年度建設廃棄物品目別平成１４年度建設廃棄物品目別
最終処分量最終処分量 （国土交通省調査）（国土交通省調査）

廃プラスチック類※

23.0万トン

(65%)
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①全産業廃棄物排出量の約２割
②全産業廃棄物最終処分量の約２割
③全産業廃棄物不法投棄量の約９割

①全産業廃棄物排出量の約２割①全産業廃棄物排出量の約２割
②全産業廃棄物最終処分量の約２割②全産業廃棄物最終処分量の約２割
③全産業廃棄物不法投棄量の約③全産業廃棄物不法投棄量の約９割９割

建設廃棄物の課題

①　最終処分場の残余容量が不足

　　　　　　　　　　　　（最終処分場の新規設置は困難）
②　不法投棄の横行（不法投棄量は年間約３５万トン）

①　最終処分場の残余容量が不足①　最終処分場の残余容量が不足

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最終（最終処分場の新規設置は処分場の新規設置は困難）困難）
②　不法投棄の横行（不法投棄量は年間約②　不法投棄の横行（不法投棄量は年間約３５３５万トン）万トン）

　産業廃棄物の排出量、最終処分量、不法投棄量のうち、
　建設廃棄物の占める量が多く、環境への負荷が大きい。

　　の２点が課題である。の２点が課題である。

　建設廃棄物についても
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３．建設リサイクルに関する取組３．建設リサイクルに関する取組３．建設リサイクルに関する取組
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循環型社会形成推進のための法体系循環型社会形成推進のための法体系

　　

循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理法廃棄物処理法廃棄物処理法 資源有効利用促進法資源有効利用促進法資源有効利用促進法
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法

ググ

リリ

｜｜

ンン

購購

入入

法法

一般的仕組み一般的仕組み

個別物品の個別物品の
特性に応じた特性に応じた
規制規制

基本的枠組み基本的枠組み

環境基本法環境基本法環境基本法 環境保全の　　　　　環境保全の　　　　　
　　　　　　基本理念　　　　　　基本理念

自自
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車車
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ササ
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法法 15



建設リサイクルの概念建設リサイクルの概念

資源採取から最終処分まで資源採取から最終処分まで

資源採取資源採取資源採取

資材製造資材製造資材製造 中間処理中間処理中間処理

最終処分最終処分最終処分

計画・設計計画・設計計画・設計

施工（新設）施工施工（新設）（新設）

維持・管理維持・管理維持・管理

更新・解体更新・解体更新・解体

最大化最大化最大化

最大化最大化最大化

最小化最小化最小化

最小化最小化最小化
他産業他産業他産業

廃棄物廃棄物

最小化最小化最小化

他産業他産業他産業

再生資材再生資材

再生資材再生資材

廃棄物廃棄物

再生資材再生資材
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循環型社会形成推進のための取り組み循環型社会形成推進のための取り組み

循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成

容器包装リサイクル容器包装リサイクル 家電リサイクル家電リサイクル 食品リサイクル食品リサイクル 自動車リサイクル自動車リサイクル

建設リサイクル建設リサイクル

建設リサイクル法建設リサイクル法(H12.5)

建設リサイクル法　　建設リサイクル法　　
　　　　基本方針　　　　基本方針(H13.1) 建設ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ建設ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(H14.5)ﾘｻｲｸﾙ原則化ﾙｰﾙﾘｻｲｸﾙ原則化ﾙｰﾙ（（H1H14.5))

建設副産物適正処理建設副産物適正処理
　　　　　　推進要綱　　　　　　推進要綱(H14.5)

平成１７年度までにＣｏ塊平成１７年度までにＣｏ塊
Ａｓ塊、建設発生木材のＡｓ塊、建設発生木材の
最終処分量をゼロにする。最終処分量をゼロにする。

民間工事民間工事 公共工事公共工事

（公共工事ゼロ・エミッション）（公共工事ゼロ・エミッション）

地方公共団体発注工事地方公共団体発注工事 国の直轄工事国の直轄工事

他省庁所管の直轄工事他省庁所管の直轄工事 国土交通省所管の直轄工事国土交通省所管の直轄工事

建設ﾘｻｲｸﾙ推進計画２００２建設ﾘｻｲｸﾙ推進計画２００２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H14.5)

建設発生土等の
有効利用に

関する行動計画
（H15.10)

コンクリート塊コンクリート塊 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 建設発生木材建設発生木材 建設混合廃棄物建設混合廃棄物 建設汚泥建設汚泥 建設発生土建設発生土
17



分別解体等及び再資源化等の義務付け

一定規模以上の工事、特定建設資材を対象

分別解体等及び再資源化等の義務付け分別解体等及び再資源化等の義務付け

一定規模以上の工事、特定建設資材を対象一定規模以上の工事、特定建設資材を対象

建設リサイクル法の概要建設リサイクル法の概要

発注者・受注者間の
契約手続きの整備

工事の事前届出、分別解体
費用等の適正な支払い

発注者・受注者間の発注者・受注者間の
契約手続きの整備契約手続きの整備

工事の事前届出、分別解体工事の事前届出、分別解体
費用等の適正な支払い費用等の適正な支払い

解体工事業者の
登録制度の創設

適正な解体工事の実施、
施工技術の確保

解体工事業者の解体工事業者の
登録制度の創設登録制度の創設

適正な解体工事の実施、適正な解体工事の実施、
施工技術の確保施工技術の確保

基本方針の策定

再資源化等に関する目標の設定等

基本方針の策定基本方針の策定

再資源化等に関する目標の設定再資源化等に関する目標の設定等等

罰　則　規　定罰　則　規　定 18



対象建設工事：一定規模以上の解体工事、新築工事等対象建設工事：一定規模以上の解体工事、新築工事等
一定規模　［政令］一定規模　［政令］

建築・建築・解体解体：　床面積：　床面積 ８０㎡８０㎡
建築・建築・新築新築：　床面積：　床面積 ５００㎡５００㎡
建築・建築・修繕・模様替修繕・模様替　金額　１億円　金額　１億円

　　土木工作物：　金額　　土木工作物：　金額 ５００万円５００万円
［都道府県条例での上乗せ基準の規定が可能］［都道府県条例での上乗せ基準の規定が可能］

解体８０㎡←建築物解体によって生じる廃棄物の解体８０㎡←建築物解体によって生じる廃棄物の95%95%カバーカバー

新築５００㎡新築５００㎡ ←← ８０㎡の解体と同量程度の廃棄物８０㎡の解体と同量程度の廃棄物

修繕・模様替１億円←修繕・模様替１億円← ８０㎡の解体と同量程度の廃棄物８０㎡の解体と同量程度の廃棄物

土木５００万円土木５００万円 ←← 建築（民間主体）より高い捕捉率建築（民間主体）より高い捕捉率

対象建設工事の規模基準　対象建設工事の規模基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建設リサイクル法施行令第２条）（建設リサイクル法施行令第２条）
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特定建設資材特定建設資材
コンクリートコンクリート（プレキャスト版などの二次製品を含む）（プレキャスト版などの二次製品を含む） 、　　、　　
木材、アスファルト・コンクリート　　　木材、アスファルト・コンクリート　　　

その再資源化が、資源の有効利用及び廃棄物の減量にその再資源化が、資源の有効利用及び廃棄物の減量に
大きく寄与するもの大きく寄与するもの

　→　特定建設資材３品目で建設廃棄物排出量の８割　→　特定建設資材３品目で建設廃棄物排出量の８割

再資源化技術が確立・普及しており、再資源化を　　　　　　再資源化技術が確立・普及しており、再資源化を　　　　　　
義務付けることが、過度の負担とならないもの義務付けることが、過度の負担とならないもの

　→　再資源化施設が整備されている　→　再資源化施設が整備されている

他の品目（石膏ボード、塩ビ管等）については、　　　　　他の品目（石膏ボード、塩ビ管等）については、　　　　　
将来の検討課題将来の検討課題

特定建設資材の指定　特定建設資材の指定　（建設リサイクル法施行令第１条）（建設リサイクル法施行令第１条）

特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物（特定建設資材が廃棄物になったもの）（特定建設資材が廃棄物になったもの）

コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、　　　　コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、　　　　
　　　建設発生木材（抜根、伐採材を除く）　　　建設発生木材（抜根、伐採材を除く）

20



発発 注注 者者
分別解体等の分別解体等の

　計画作成　計画作成

受注者受注者受注者

　　
③事前届出③事前届出

助言・勧告、命令助言・勧告、命令

④変更命令④変更命令

①説明①説明①説明

⑤告知⑤告知 ⑤契約⑤契約

下請業者下請業者

②契約②契約

都道府県都道府県
知事知事

・分別解体等、・分別解体等、
再資源化等の実施再資源化等の実施

・技術管理者による・技術管理者による
　　　施工の管理　　　施工の管理
・現場における・現場における

標識の掲示標識の掲示

元請業者元請業者
対象建設工事の届出対象建設工事の届出

事項に関する書面事項に関する書面

⑦書面による報告⑦書面による報告

発注者・受注者間の契約手続の整備発注者・受注者間の契約手続の整備

元請業者元請業者
再資源化等の再資源化等の
完了の確認完了の確認

⑥⑥
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解体工事業者登録制度の創設解体工事業者登録制度の創設

　　
平均的な解体工事の請負金額は30坪で
約100万円であり、建設業許可が不要

平均的な解体工事の請負金額は平均的な解体工事の請負金額は3030坪で坪で
約約100100万円であり、建設業許可が不要万円であり、建設業許可が不要

無許可、無登録で、技術力のない者、
不良業者が容易に参入可能

無許可、無登録で、技術力のない者、無許可、無登録で、技術力のない者、
不良業者が容易に参入可能不良業者が容易に参入可能

　　　　・ミンチ解体等、不適正な施工
　　　　・不法投棄等

　　　　・ミンチ解体等、不適正な施工　　　　・ミンチ解体等、不適正な施工
　　　　・不法投棄等　　　　・不法投棄等

機械さえあればミンチ解体機械さえあればミンチ解体
で解体工事が可能で解体工事が可能

　　　・知事による解体工事業者登録
　　　・技術管理者の選任

　　　・知事による解体工事業者登録　　　・知事による解体工事業者登録
　　　・技術管理者の選任　　　・技術管理者の選任

平成１３年５月３０日施行平成１３年５月３０日施行

建設業法建設業法
500500万円未満の建設工事万円未満の建設工事
のみを請負う業者はのみを請負う業者は
建設業許可不要建設業許可不要

不良業者の参入抑止と不良業者の参入抑止と
追跡を可能にする必要追跡を可能にする必要
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建設リサイクル推進計画の概要

推進計画２００２（目標年度平成１７年度）

　国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施策を内容とする計画として策定。

　H12に制定された「循環型社会形成基本法」及びH13に制定した「建設リサイクル法基本方針」に基づ

き、①排出抑制の推進、②分別解体の推進、③再資源化等の推進、④適正処理の推進、⑤再使用・再
生資材の　利用推進、⑥技術開発の推進、⑦理解と参画の推進の観点から行動計画を分類して記載。
＜基本理念＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　①　循環型社会経済システムの構築が必要である。　　②　他産業と連携した取り組みが重要である。
　③　建設リサイクルの量から質への転換が必要である。　

建設リサイクル推進計画２００２の目標

廃棄物全体　Ｃｏ塊　　　　 Ａｓ塊　　　　 建設発生木材　　　　 建設混合廃棄物　 建設汚泥 建設発生土

　推進計画９７‘　　 ８０％　　　９０％　　　　 ９０％　 　　　　 ９０％ 　　　　　　　 ５０％　　　　　　 ６０％　　 ―

　平成14年度実績　 ９２％　 ９８％　　　 ９９％　 　 ８９％ うち再資源化率６１％　　排出量対H12年度３１％削減　 ６９％　 ６５％※1

　平成17年度目標 ８８％　 ９６％以上　 ９８％以上　 ９０％ うち再資源化率６０％ 　 排出量対H12年度２５％削減　 ６０％ 　 ８０％※1※2

(  )は22年度参考 （９１％) (９６％以上) (９８％以上) ( ９５％ うち再資源化率６５％) ( 排出量対H12年度５０％削減) (７５％)   (９５％)※1※2

数値は、再資源化・縮減率（建設廃棄物）、有効利用率（建設発生土）

建設リサイクル推進計画の実施主体と対象
国土交通省所管公共工事を対象としています。（地方公共団体、
関係建設業団体へも協力依頼を通知）

建設リサイクル推進計画２００２の概要建設リサイクル推進計画２００２の概要

23
※1：対象は公共工事のみ
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第１章「総則」：第１章「総則」：　本要綱の目的、語句の定義、基本事項等　本要綱の目的、語句の定義、基本事項等

第２章「関係者の責務と役割」：　第２章「関係者の責務と役割」：　各主体ごとの責務と役割各主体ごとの責務と役割

第３章「計画の作成等」：　第３章「計画の作成等」：　計画から工事完了までの事務の流れと必要な計画から工事完了までの事務の流れと必要な
　　　　　　　　　　　　　　　　手続等　　　　　　　　　　　　　　　　手続等

第４章「建設発生土」：　第４章「建設発生土」：　工事の施工にあたっての建設発生土の扱い工事の施工にあたっての建設発生土の扱い

第５章「建設廃棄物」：　第５章「建設廃棄物」：　工事の施工にあたっての建設廃棄物の扱い工事の施工にあたっての建設廃棄物の扱い

第６章「建設廃棄物ごとの留意事項」：　第６章「建設廃棄物ごとの留意事項」：　建設廃棄物の再資源化等、処理建設廃棄物の再資源化等、処理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する事項

建設副産物適正処理推進要綱とは

発注者及び施工者が建設リサイクルをはじめとする建設副産発注者及び施工者が建設リサイクルをはじめとする建設副産
物を適正に処理するために必要な基準等を集約したもの物を適正に処理するために必要な基準等を集約したもの

建設副産物適正処理推進要綱の概要
（参照：H14.5.30付　国土交通事務次官発「建設副産物適正処理推進要綱の改正について」）
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リサイクル原則化ルール　リサイクル原則化ルール　
（参照：（参照：H14.5.30H14.5.30付　大臣官房技術調査課長・大臣官房公共事業調査室長・大臣官房官庁営繕部営繕計画課長　　　　　　　　　　　　　付　大臣官房技術調査課長・大臣官房公共事業調査室長・大臣官房官庁営繕部営繕計画課長　　　　　　　　　　　　　
　総合政策局事業総括調整官発　　「公共工事における再生資源活用の当面の運用について」）　総合政策局事業総括調整官発　　「公共工事における再生資源活用の当面の運用について」）

国土交通省所管の直轄事業（受託工事含む）に適用国土交通省所管の直轄事業（受託工事含む）に適用

経済性にかかわらず実施（原則化）経済性にかかわらず実施（原則化）

指定副産物の工事現場からの指定副産物の工事現場からの搬出搬出
コンクリート塊、アスコン塊、建設発生木材　　　　　　　　コンクリート塊、アスコン塊、建設発生木材　　　　　　　　 　　　　
　　→　再資源化施設への搬出を義務付け　　→　再資源化施設への搬出を義務付け

　　（建設発生木材については、縮減で足りる場合も規定）　　（建設発生木材については、縮減で足りる場合も規定）

建設発生土建設発生土 　　　　　　　　　　　　　　　　
　　→　　　→　5050kmkm以内以内の他の建設工事（民間含む）へ搬出の他の建設工事（民間含む）へ搬出

再生資材等の再生資材等の利用利用（工事に要求される品質を考慮した上）（工事に要求される品質を考慮した上）

再生骨材　　　→　再生骨材　　　→　4040kmkm以内以内に再資源化施設があれば利用に再資源化施設があれば利用

再生アスコン　→　再生アスコン　→　4040kmkmかつかつ1.51.5時間以内時間以内にあれば利用にあれば利用

建設発生土　　→　建設発生土　　→　5050kmkm以内以内の他の建設工事から流用の他の建設工事から流用

建設リサイクル建設リサイクル
法に基づく法に基づく
再資源化等再資源化等
の義務化の義務化
（土木工事（土木工事
５００万円以上　５００万円以上　
新築建築工事新築建築工事
５００ｍ５００ｍ２２以上　以上　
建築解体工事建築解体工事
８０ｍ８０ｍ２２以上）以上）

建設リサイクル建設リサイクル
法基本方針法基本方針
「再生資源により「再生資源により
得られた物の公得られた物の公
共事業での率先共事業での率先
利用」に同じ利用」に同じ
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公共工事発注者としての責務を徹底するため次の３点についてと公共工事発注者としての責務を徹底するため次の３点についてと
りまとめたもの（国土交通省所管の直轄事業　（受託工事含む）をりまとめたもの（国土交通省所管の直轄事業　（受託工事含む）を
対象とする）対象とする）

①計画・設計段階におけるﾘｻｲｸﾙ計画の策定①計画・設計段階におけるﾘｻｲｸﾙ計画の策定

②工事事務所においてﾘｻｲｸﾙの徹底に向けた検討体制の強化②工事事務所においてﾘｻｲｸﾙの徹底に向けた検討体制の強化

③ﾘｻｲｸﾙ実施状況のとりまとめ③ﾘｻｲｸﾙ実施状況のとりまとめ

建設リサイクルガイドライン　　　　　　　　　建設リサイクルガイドライン　　　　　　　　　
　　　　　　　　（　　　　　　　　（参照：参照：H14.5.30H14.5.30付　大臣官房技術調査課長・大臣官房公共事業調査室長・大臣官房官庁営繕部営繕計画課長付　大臣官房技術調査課長・大臣官房公共事業調査室長・大臣官房官庁営繕部営繕計画課長
　　　　　　総合政策局事業総括調整官発　「建設リサイクル推進に係る実施事項について」）　　　　　　総合政策局事業総括調整官発　「建設リサイクル推進に係る実施事項について」）

設計設計設計 積算積算積算 完了完了完了発注発注発注

○リサイクル　
　 計画書の　
　 作成

○リサイクル　
　 計画書の　　
　 作成

○リサイクル阻
　 害要因説明
　 書の作成

○再生資源利
　 用（促進）計
　 画（実施）書
　 の作成を特　
　 記仕様書に
　 明記

○建設リサイク
　 ル法第１２条
　 に基づく事前
　 説明の実施

○再生資源利
　 用（促進）実
　 施）書 の受　
　 理（建設リサ
　 イクル法第
　 １８条に基づ
　 く報告を兼ね
　 る）
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４．建設リサイクルに関する
　　　　　　　　　　　　　今後の方向性
４．建設リサイクルに関する４．建設リサイクルに関する
　　　　　　　　　　　　　今後の方向性　　　　　　　　　　　　　今後の方向性
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建設ﾘｻｲｸﾙの現状（品目別再資源化率等）建設ﾘｻｲｸﾙの現状（品目別再資源化率等）

92%
85%

58%

99%
98%

81%

98%
96%

65%

89%
83%

40%

69%
41%

14%

36%
9%

11%

再資源化　38% 縮減　45%
縮減　28%再資源化　61%

縮減　23%
縮減　11%

縮減　8%

再資源化　46%
再資源化　30%

再資源化　6%

65%
62%

32%

目標値
（H22)

９１％

９６％
以上

９８％
以上

９５％
（６５％）

７５％

H12排出量に
対して５０％削減

９５％

96%

98%

95%

（65%）

75%

95%

91%

（％）

※平成７年度調査では、建設発生木材の縮減分について、区分していない。

※建設発生土は、公共工事のみ集計

※建設発生土に関しては、「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」での目標値 28



建設廃棄物排出量の将来予測　　　　　　　　　　　　建設廃棄物排出量の将来予測　　　　　　　　　　　　
（建築物の解体による建設廃棄物の排出量は今後急増）（建築物の解体による建設廃棄物の排出量は今後急増）

平成２２年度における建築物の解体による建設廃棄物の平成２２年度における建築物の解体による建設廃棄物の 排出量は、　　　　　　排出量は、　　　　　　

平成１２年度に比較して５５％増平成１２年度に比較して５５％増

建設廃棄物排出量の将来予測

8,500

9,500
9,800 10,000 10,200

1,800
2,500

2,800
3,100

3,400

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成１２年度 平成１７年度 平成２２年度 平成２７年度 平成３２年度

排
出

量
（
万

ト
ン

）

全建設廃棄物排出量 建築物解体による建設廃棄物排出量凡例 29



建設リサイクルに関する今後の方向性建設リサイクルに関する今後の方向性
現状

再生砕石等に

ほぼ全量リサイクル　　　　　　

課題
高度成長時代の建築物の解体により、排出量が急
激に増加　

今後の方向性
再生コンクリートなど、リサイクル用途の拡大

（JIS化されたコンクリート再生骨材の普及促進等）

H14再資源化率９８％ 現状維持

塊コ
ン
ク
リ
ー
ト

塊ア
ス
フ
ァ
ル
ト

木
材

建
設
発
生

混
合
廃
棄
物

建
設

再生砕石、再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材等にほぼ全
量リサイクル　

現段階では、リサイクルが困難な排水性舗装等の

打ち換えが今後増大

室内実験、試験舗装等の実施による
リサイクル技術の確立

H14再資源化率９９％ 現状維持

製紙材料、再生木質ボード、
燃料等にリサイクル

・木材チップが不適正に堆積されている

・リサイクル品の需要が少ない

・廃掃法による不適正処理防止
・モデル地域（千葉県）における需要拡大
　対策の検討→引続き全国展開

H14再資源化率６１％ H22再資源化率６５％

分別の上、リサイクル可能

品目についてはリサイクル

・建設リサイクル法による分別解体の徹底
・建設副産物小口巡回共同回収システムの

構築

H14で H12比排出量を30％削減 H22でH12比排出量を５０％削減

・リサイクルよりも排出量削減が重要

・分別の徹底により建設廃棄物の収　
　集・運搬が少量・小口化

建
設
汚
泥

盛土材、埋戻し材、路盤材
等にリサイクル

「建設汚泥の再生利用に関するガイド
ライン」の策定

（リサイクル原則化ルール等の検討）

H14再資源化等率６９％ H22再資源化等率７５％

建設汚泥の再生品は建設発生土等
と競合する上、コストが高い

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
対
象
品
目

（注）再資源化等率の目標値は「建設リサイクル推進計画２００２」等平成22年度目標値による。

建
設
発
生
土

多量の土を捨てる一方、捨てた
土の３割に相当する量の新材を
購入している。

建設発生土等の有効利用に関する行動
計画（H15.10.3策定）の実施

　　　　　（指定処分の徹底）
　　　　　（工事間利用の促進　等）

H14建設発生土利用率６５％ H22建設発生土利用率９５％

・建設発生土の不適正処理による自然環境
　への影響
・工事間利用が進んでいないことに起因する、
　新材採取に伴う自然環境への影響
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コンクリート塊に関する今後の方向性コンクリート塊に関する今後の方向性

現状

再生砕石等に

ほぼ全量リサイクル　　
　　　　

課題

高度成長時代の建築物の解
体により、排出量が急激に増
加　

今後の方向性

再生コンクリートなど、リサイク
ル用途の拡大（JIS化されたコ

ンクリート再生骨材の普及促
進等）

H14再資源化率９８％ 現状維持

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊

９８％

９６％

６５％

0 20 40 60 80 100

H7年度 H12年度 H14年度

目標値（H22)　９６％以上

再資源化率

（％）
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コンクリート塊の再資源化コンクリート塊の再資源化

約３，４００万トン

約
３
，
５
０
０
万
ト
ン 再生コンクリート骨材

再生砕石

・粗骨材：３５％

・細骨材：３０％

・細粒分：３４％

・水分：１％

再生コンクリート骨材として利用。

土壌改良材、セメント原料として、技術的には利用可能。しかし、　　
土壌改良材はニーズが少ないこと、セメント原料は再生コストが　　
高すぎて現実的には未だ技術開発過程であることが課題。

　このため、現実は投棄されているものもあり。

加熱による、コンクリート塊からの脱水分。

：加熱すりもみ法（その他、偏心ローター式、スクリュー摩砕方式がある ）

　（※３００℃で加熱後、磨砕処理して、粗・砕骨材とセメントペーストに分離回収する方法）

・再生砕石：１００％ 全量、再生砕石として利用。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊

約５万トン
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再生コンクリート骨材の製造方法①再生コンクリート骨材の製造方法①

加熱すりもみ方式

①コンクリート塊を３００℃程度に加熱し、セメントペースト部分を
脱水、脆弱化させる

②骨材を破砕しない程度の摩擦作用により、骨材の周りに付着
　しているモルタルやセメントペーストを除去
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再生コンクリート骨材の製造方法②再生コンクリート骨材の製造方法②

偏心ローター式偏心ローター式

①偏心回転する内筒部と外筒部の隙間に５～４０ｍｍ
に破砕されたコンクリート塊を供給

②コンクリート塊同士が相互に擦り揉みあい、粗骨材と
モルタル分に分離される
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再生コンクリート骨材の製造方法③再生コンクリート骨材の製造方法③

スクリュー磨砕方式

投入口から排出コーンまでの間に、コ
ンクリート塊相互の接触（すりもみ作用）
により表面のモルタル分を除去
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再生骨材H ：高度な磨砕処理を行い、天然骨材と同等の品質を確保した骨材。（一般用途のコンクリートに使用）
再生骨材M：破砕、磨砕等の処理を行い、ＨとＬの中間品質の骨材（杭、基礎梁など乾燥収縮や凍結融解の影響を受けない部分のコンクリートに使用）
再生骨材Ｌ ：破砕処理しただけの骨材。（高い強度や耐久性を求められない部分のコンクリートに使用）

コンクリートコンクリート塊の再資源化の課題と対応塊の再資源化の課題と対応
H17.3.20付けで、「コンクリート用再生骨材Ｈ」のJIS（日本工業規格）を制定
　

しかし…、

　　生コンのJIS規格（A5308）において、コンクリート用再生骨材の使用が規定されていない

ため、生コンに使用できない。

　　さらに、建築物の主要構造部等に、コンクリート用再生骨材Ｈを使用した生コンを使用するた

めには、建築物の主要構造部等で使用できる建築材料を規定する建築基準法第37条に基づく

告示を改正する必要がある。

○生コンのJIS規格（A5308）の改正を検討。

　○建築基準法第37条に基づく告示の改正に向けて、建築研究所で強度・耐久性等の

確認試験を実施中。

なお、 「ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材Ｍ」と「ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材Ｌ」は順次制定の予定だが、これらは

生コンのJIS規格で規定する骨材の基準に合わないため、「再生骨材ｺﾝｸﾘｰﾄＭ」「再生骨材コン

クリートＬ」としてコンクリートの規格も含めた形で制定する必要がある。

現在、「再生骨材ｺﾝｸﾘｰﾄＬ」は年内の制定をめざし、日本工業標準調査会に申請したところ。

課
題
課
題
課
題

対
応
対
応
対
応
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ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊に関する今後の方向性ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊に関する今後の方向性

0 20 40 60 80 100

H7年度 H12年度 H14年度

９９%

９８%

８１%

目標値（H22)　９８％以上

現状 課題 今後の方向性

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
塊

再生砕石、再生アス
ファルト合材等にほ
ぼ全量リサイクル　

現段階では、リサイクルが
困難な排水性舗装等の打ち
換えが今後増大

室内実験、試験舗装等の
実施による
リサイクル技術の確立

H14再資源化率99％ 現状維持

再資源化率

（％）
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アスファルト・コンクリート塊の再資源化アスファルト・コンクリート塊の再資源化

約１，４８４万トン

約
３
，
０
０
０
万
ト
ン

再生アスファルト合材

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊

約１，４５３万トン 再生砕石

・再生砕石：１００％ 全量、再生砕石として利用。

・再生アスファルト合材：１００％
全量、アスファルト混合物用
骨材として利用。
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再生アスファルト・コンクリート合材の製造方法再生アスファルト・コンクリート合材の製造方法
（プラント再生の場合）（プラント再生の場合）

再生プラント

再生合材

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

骨　　材

添加物（軟化剤）
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アスファルト・コンクリート塊の再資源化の課題と対応アスファルト・コンクリート塊の再資源化の課題と対応

室内実験、試験舗装等の実施によるリサイクル技術の確立

課
題
課
題
課
題

対
応
対
応
対
応

・今後、改質アスファルト舗装や排水性舗装の打換えが増大

現時点では再資源化が困難

40



改質ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装等の再資源化が困難な理由改質ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装等の再資源化が困難な理由

改質アスファルト舗装発生材

粘性が高い ・旧材のアスファルト抽出、性状把握が困難

排水性アスファルト舗装発生材 ＝ 高粘度改質アスファルトを含有

→ 再生合材の配合設計が困難

粘性が
非常に高い

改質アスファルト舗装よりも粘度が高いため､同様の問題がさらに顕著

＝＝ 改質アスファルトを改質アスファルトを含有含有

・旧材のアスファルトと新材のアスファルトが適切に混合しにくい

→ 再生合材の混合が困難

・施工時の舗設機材への貼り付き
→ 施工性の確保が困難

→ 再生合材の品質確保が困難

・再生合材製造時の混合機材への貼り付き

再生アスファルト舗装発生材

再生の繰返しによりアスファルトが硬化（低針入度化）し、
ひび割れ等に対する耐久性が低下

＝ 硬化したアスファルトを含有

41
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アスファルト・コンクリート塊の再資源化に向けた対応アスファルト・コンクリート塊の再資源化に向けた対応

改質アスファルト
舗装発生材

舗装発生材の種別 再生材としての用途 対応（予定）

通常アスファルト舗装
の表層用骨材

試験舗装実施中。

舗装再生便覧（平成16年2月）
で配慮事項、利用例を記載。

平成18年度までに再生利用限
界を明確化。

排水性アスファルト
舗装発生材

通常アスファルト舗装
の基層用骨材

通常アスファルト舗装
の表層用骨材

排水性アスファルト
舗装の表層用骨材

試験舗装実施中。

平成17年度までに再生利用技
術を暫定確立。

試験舗装実施中。

舗装再生便覧に配合設計方法
の例を記載。

平成17年度までに再生利用技
術を暫定確立。

再生アスファルト
舗装発生材

通常アスファルト舗装
の表層用骨材

平成18年度までに再生利用限
界を明確化。
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建設発生木材に関する今後の方向性建設発生木材に関する今後の方向性

0 20 40 60 80 100

H7年度 H12年度 H14年度

８３%

８９%

４０%

縮減　45%

縮減　28%再資源化　61%

再資源化　38%

目標値（H22)
９５％

　

建
設
発
生
木
材

製紙材料、再生木質ボー
ド、燃料等にリサイクル

・木材チップが不適正に堆積さ
　れている

・リサイクル品の需要が少ない

・廃掃法による不適正処理防止
・モデル地域（千葉県）における
　需要拡大対策の検討
　　　　　　　　→引続き全国展開

H14再資源化率６１％ H22再資源化率６５％

現状 課題 今後の方向性

再資源化等率
（％）

（６５％）
（縮減を除く）
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建設発生木材の再資源化建設発生木材の再資源化

建
設
発
生
木
材
搬
出
量

単位：千トン

生木　1,778

解体木材　1,773

新築工事
　　　端材
     1.092

4,644

破砕施設　
      2,836

パーティクルボード等
 687

焼却場　
  1,445

最終処分場

363

処分
 132

縮減
1,313

サーマル　
1,098

敷料　175

製紙用  519

堆肥　   231

マルチング　61

その他　65

注　 ：破砕施設からの出荷先は
        平成12年度環境省調査データにより算出
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パーティクルボードパーティクルボード

破　

砕

異
物
除
去

破　

砕

篩
い
分
け

成　

型

熱

圧

・
養

生
　ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

（例：床、壁、家具等）

H15出荷量：78.8万トン/年

破砕チップ
H14年度利用量：68.7万トン/年

建設発生木材

チ
ッ
プ
受
入

選
別
・
チ
ェ
ッ
ク

異
物
チ
ェ
ッ
ク

利用側

破砕処理施設

・サイズ：２～６cm
・混入不可：金属
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製　　紙製　　紙

チ
ッ
プ
受
入

製紙（板紙）
H13年ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ原紙出荷量

：942.9万トン/年

破　

砕

異
物
除
去

建設発生木材

パルプ

樹
脂
分
解
・
洗
浄

選
別
・
チ
ェ
ッ
ク

（柱
・
角
材
等
）

破砕チップ
H14年度利用量：51.9万トン/年

脱
水
・
漂
白

異
物
・
サ
イ
ズ
チ
ェ
ッ
ク

利用側

破砕処理施設

・サイズ：約０．５～４cm
・混入不可：ペンキ、接着剤、CCA、金属
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堆　　肥堆　　肥

破砕チップ
H14年度利用量：23.1万トン/年

副
資
材
添
加

（
微
生
物
や
米
ぬ
か
等
）

発　

酵

（約
３
ヶ
月
間
、
適
度
に
撹
拌
）

堆　肥
H14年度出荷量：23.1万トン/年

破　

砕

異
物
除
去

建設発生木材

選
別
・
チ
ェ
ッ
ク

（柱
・
角
材
等
）

チ
ッ
プ
受
入

異
物
チ
ェ
ッ
ク

利用側

破砕処理施設

・サイズ：約２，３cm
・混入不可：ペンキ、接着剤、CCA、金属
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敷　　料敷　　料

おが粉
H14年度利用量：17.5万トン/年

異
物
チ
ェ
ッ
ク

サ
イ
ズ
チ
ェ
ッ
ク

（長
い
も
の
や
鋭
い
も
の
は
不
可
） 敷　料

H14年度使用量：17.5万トン/年

破　

砕

異
物
除
去

建設発生木材

ダ
ス
ト

選
別
・
チ
ェ
ッ
ク

（柱
・
角
材
等
）

破　

砕

（
よ
り
細
か
く
、

角
を
丸
め
る
）

お
が
粉
受
入

水
分
チ
ェ
ッ
ク

サ
イ
ズ
チ
ェ
ッ
ク

利用側

破砕処理施設

・サイズ：約１．０cm以下

・混入不可：ペンキ、接着剤、CCA、金属

・その他：鋭いものは不可
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マルチング材マルチング材

破砕チップ
H14年度利用量：6.1万トン/年

破　

砕

異
物
除
去

建設発生木材

選
別
・
チ
ェ
ッ
ク

チ
ッ
プ
受
入

異
物
チ
ェ
ッ
ク

マルチング材
H14年度出荷量：6.1万トン/年

サ
イ
ズ
チ
ェ
ッ
ク

利用側

破砕処理施設

・サイズ：１～５cm
・混入不可：ペンキ、接着剤、CCA、金属
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燃料利用（蒸気発電）燃料利用（蒸気発電）

破砕チップ
H14年度利用量：104.4万トン/年

選
別
・
チ
ェ
ッ
ク

異
物
除
去

建設発生木材

電　気

（発電効率

約15％）

タービン

破　

砕

ボイラー

チ
ッ
プ
受
入

発
電
機

サ
イ
ズ
チ
ェ
ッ
ク

利用側

破砕処理施設

・サイズ：５，６cm
・混入不可：金属

・その他：水分２５%以下
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燃料利用（ガス化発電）燃料利用（ガス化発電）

破砕チップ

破　

砕

異
物
除
去

建設発生木材

ガ
ス
吸
引
装
置

ガ
ス
エ
ン
ジ
ン

発
電
機

選
別
・
チ
ェ
ッ
ク

チ
ッ
プ
受
入

サ
イ
ズ
チ
ェ
ッ
ク

利用側

破砕処理施設

・サイズ：５，６cm
・混入不可：金属

・その他：水分３０％以下

電　気

（発電効率

約30％）

51



燃料利用（セメント工場での利用）燃料利用（セメント工場での利用）

破　

砕

異
物
除
去

破砕チップ
H14年度利用量：5.4万トン/年

建設発生木材

選
別
・
チ
ェ
ッ
ク

破砕処理施設

チ
ッ
プ
受
入

異
物
・
サ
イ
ズ
チ
ェ
ッ
ク

利用側

・サイズ：約１～５cm
・混入不可：CCA、塩素

セ
メ
ン
ト
原
料

ロ
ー
ラ
ー
ミ
ル

ロ
ー
タ
リ
ー
キ
ル
ン

ク
リ
ン
カ
ー

ボ
ー
ル
ミ
ル

燃料用として

セメント
H14年度出荷量：829万トン/年
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高炉還元材（ケミカルリサイクル）高炉還元材（ケミカルリサイクル）実証実験のみ（実証実験のみ（H12H12～～1515））

高炉還元剤として吹込

選
別
・
チ
ェ
ッ
ク

異
物
除
去

建設発生木材

高　炉

破　

砕

破砕チップ

チ
ッ
プ
受
入

サ
イ
ズ
チ
ェ
ッ
ク

破砕処理施設

利用側

・サイズ：１cm以下

・混入不可：特になし
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エタノールエタノール（実証実験中）（実証実験中）

選
別
・
チ
ェ
ッ
ク

異
物
除
去

建設発生木材

破　

砕

破砕チップ

チ
ッ
プ
受
入

チ
ェ
ッ
ク

破砕処理施設

利用側

加
水
分
解

糖　

発　

酵

蒸
留
、
脱
水

リグニン

⇒ボイラー用燃料

燃料用エタノール

⇒自動車燃料等に利用

・サイズ：１．５cm以下

・混入不可：接着剤、ペンキ、CCA、金属
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サーマルリサイクル（一般廃棄物処理施設）サーマルリサイクル（一般廃棄物処理施設）

破砕チップ

選
別
・
チ
ェ
ッ
ク

異
物
除
去

建設発生木材

破　

砕

チ
ッ
プ
受
入

利用側

破砕処理施設

・サイズ：長さ５０cm以下、直径１０cm以下

・混入不可：金属、不燃物

焼　

却

廃
熱
ボ
イ
ラ
ー

熱利用

・温水プール

・熱帯植物園

・地域冷暖房

　等

タービン発電機

電　気
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建設発生木材の再資源化の課題と対応建設発生木材の再資源化の課題と対応

課
題
課
題
課
題

対
応
対
応
対
応

木材チップが不適正に
堆積されている

リサイクル品の需要拡大
による、建設発生木材の
受け皿の確保が必要

廃掃法による
不適正処理防止

建設発生木材のリサイクルを
促進するための行動計画の

策定と、その全国展開
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その他(1.6%)

燃料（板紙製造業）

(3.1%)

燃料（その他）

(14.6%)

燃料（石膏ボード製造業）

(38.1%)

マル

   チング

    (5.9%)

敷料

(5.9%)

堆肥(5.4%)

製紙(4.5%)

パーティクルボード

(20.8%)

特定建設資材の再資源化率
（平成１４年度、千葉県）

コンクリート塊 　　９９．８％

　　９８％

　　７９％

アスファルト・
コンクリート塊

建設発生木材

産業廃棄物の不法投棄量

平成１２年度

平成１３年度

平成１４年度

うち千葉県内 全国
40.3万t

4.8万t

3.6万t

24.2万t

31.8万t

12.1万t

平成１５年８月、千葉県佐倉市にて
不適正に堆積された木材チップの
自然発火による火事が発生

○建設発生木材のリサイクル率は未だ
　低い
○木材チップの不法投棄は深刻な課題
○利用先が建設産業以外の多種多様で
　あり、需要と供給のバランスを取る
　ことが困難

千葉県内の破砕施設からの出荷先

行動計画（千葉県）策定の背景行動計画（千葉県）策定の背景
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再資源化率　７９％(202/255) 再資源化率　８８％(401/454)
→目標値　９０％

単位：千トン

113

破砕
施設

206

排
出
量

181

38

最終
処分場

9

3

3

H14現状

1

0

3

44 縮減

202

113　燃料用

42　ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ用

9　製紙用

12　敷料
12　マルチング

11　堆肥

3　その他

2
2

県外

５

他工事
・売却

1

一廃焼却施設

県外

294

単位：千トン

3
6

県外

212

５

排
出
量

125　燃料用

46　ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ用

9　製紙用

14　敷料
12　マルチング

11　堆肥

3　その他

最終
処分場

9

3

3

H22予測

県外

1

0
3

他工事
・売却

220

産廃焼却
施設 46

破砕
施設

405

新たなリサイクル先の
確保

181

産廃焼却
施設 46

1

一廃焼却施設

38

県外建設
現場

県外
破砕施設

54139

6

県外建設
現場

県外建設
現場

67

県外
破砕施設

26

44 縮減

2 2

6

県外建設
現場

行動計画（千葉県）の目標値行動計画（千葉県）の目標値
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木材チップが不適正に
堆積されている

リサイクル品の需要拡大
による、建設発生木材の
受け皿の確保が必要

建設発生木材の排出量
と木材チップの需要量
に乖離が生ずる見込み

不適正処理の防止
・取締りの徹底
・契約の適正化　等

建設発生木材の排出量
の削減

木材チップの需要量の
増大

課
題

対
応
策

発生から再利用
に至る各段階で
の数量が確認で
きず、原因特定

が困難

建設発生木材のフローを完全に把握する仕組みの構築

行動計画（千葉県）の基本的考え方行動計画（千葉県）の基本的考え方
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Ⅰ　建設発生木材の不適正処理の防止
Ⅱ　建設発生木材の排出量の削減と
　　　リサイクルの推進

①廃棄物処理法等による取締りの徹底
②適正な処理業者を選定できる仕組み作り
③排出事業者と処理業者の契約の適正化
④千葉県への届出の拡充

　１　リデュース・リユースの推進

①公共工事におけるﾘﾃﾞｭｰｽ･ﾘﾕｰｽの推進
②建築工事におけるﾘﾃﾞｭｰｽ･ﾘﾕｰｽの推進

　２　リサイクルの推進

①木材チップの品質の確保
②木材チップの供給安定性の確保
③民間リサイクル技術の活用
④建設発生木材の搬出先の拡大
⑤公共工事における再生品の利用拡大

Ⅲ　不適正処理防止・リサイクル推進のための支援策

①広報の充実
②建設発生木材のフローの把握
③建設発生木材の収集・運搬の効率化

行動計画（千葉県）の概要行動計画（千葉県）の概要
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一定規模以上工事発注者は工事着手７日前までに工事の概
要、資材の量等を知事に届出する（建設リサイクル法第１０条）
が、この届出内容には、再資源化の実施方法に関する事項
が含まれていない。

千葉県は、建設リサイクル法第１０条の届出
時に、建設発生木材の処理方法を明記した
契約書の写し等を添付するよう発注者に対し
て協力依頼を行う。

（参考）岩手県では条例において、工事着手７日前までに特定建設資材廃
　　　　棄物の処理方法（処理の委託先、処理費用等）を県知事に報告する
　　　　よう義務付け（平成１５年４月より）

一部の不適正な処理業者が、木材チップを「有価物」と偽って
不適正処理を行っている。

各業団体は、本社レベルで処理業者と契約す
るなど適正な処理業者との契約に努めるよう
会員各社に通知を行う。

千葉県は、建設リサイクル法の対象工事規模
要件の上乗せについて、周辺の都県等からの
意見聴取を踏まえ、その必要性について検討
する。

千葉県は、排出事業者と処理業者との契約が
適正化される（廃棄物処理と他の下請工事契
約について分離発注方式を原則とする　等）
よう、関係業団体宛に通知を行う。

建設現場 破砕施設（中間処理） 製品工場

主な
流れ

建設発生木材 木材チップ パーティクルボード　等

行動計画（千葉県）の具体的な施策例　（その１）行動計画（千葉県）の具体的な施策例　（その１）
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木材チップは利用先が多種多様な産業にわたっており、木材
チップの品質の基準化、供給時期と需要時期のミスマッチの
解消等が求められている。

国は、排出事業者・中間処理業者・木材チップ
需要者をメンバーに含めた検討会を設置し、
「木材チップの品質基準」「建設発生木材の分
別基準」を策定する。

業団体は、建設発生木材のリサイクル率を向
上させる観点に立ったストックヤード設置の有
効性について検討する。

建設現場での排出、破砕施設での処理、さらにはリサイクル
施設等での受入に至るまでの各段階における数値を把握で
きていない。

千葉県は、「千葉県における建設発生木材の
フロー把握手法検討会」を設置し、木材チップ
需要者等からの新たな報告制度の導入等を
検討する。

（参考）神奈川県では事務取扱要領を定め、県発注工事から排出される建
　　　　設発生木材の処理の委託は事前に登録された指定事業者に行うこ
　　　　ととし、その処理実績（有価物として取引された分も含めて）を県に
　　　　報告させることとしている。（平成１７年４月より）

建設現場 破砕施設（中間処理） 製品工場

主な
流れ

建設発生木材 木材チップ パーティクルボード　等

行動計画（千葉県）の具体的な施策例　（その２）行動計画（千葉県）の具体的な施策例　（その２）

62



建設混合廃棄物に関する今後の方向性建設混合廃棄物に関する今後の方向性

0 20 40 60 80 100

H7年度 H12年度 H14年度

９%

１１%

建
設
混
合
廃
棄
物

分別の上、リサイクル
可能品目についてはリ
サイクル

・建設リサイクル法による分別
解体の徹底

・建設副産物小口巡回共同回
収システムの構築

H14で H12比排出量を
30％削減

H22でH12比排出量を５０％削

減

・リサイクルよりも排出量削減が
重要

・分別の徹底により建設廃棄物
の収集・運搬が少量・小口化

現状 課題 今後の方向性

0 200 400 600 800 1000

H7年度 H12年度 H14年度

３６%

目標値（H22) 　H12排出量に対して５０％削減

３３７万t

４８５万t

９５２万t

再資源化等率

排出量

（％）

（万t）

２４２万t
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建設混合廃棄物の品目構成（サンプル）建設混合廃棄物の品目構成（サンプル）

64

調査日調査日：：H13.10.22H13.10.22～～H13.10.26H13.10.26

調査対象調査対象：：11都都33県（東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県）において、（社）建築業協会環境委員会副産物部会県（東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県）において、（社）建築業協会環境委員会副産物部会

の会員各社が施工する新築の工事現場から排出される混合廃棄物の会員各社が施工する新築の工事現場から排出される混合廃棄物

出典出典：社団法人建築業協会環境委員会副産物部会「建築系混合廃棄物の組成及び原単位調査報告書」：社団法人建築業協会環境委員会副産物部会「建築系混合廃棄物の組成及び原単位調査報告書」

※分別不可能物：ボードくず、コンクリート片、土砂等の混合物で性状が細※分別不可能物：ボードくず、コンクリート片、土砂等の混合物で性状が細
かいため仕分け不可能なものをいう。かいため仕分け不可能なものをいう。

建設混合廃棄物排出量の品目構成（サンプル調査結果）建設混合廃棄物排出量の品目構成（サンプル調査結果）

廃プラス
チック類

22%

紙くず
23%

分別不可能物
14%

その他（分別
不可能物を
除く）  10%

コンクリート片
2%

ガラスくず及び
陶磁器くず

5%

金属くず
7%

木くず
18%

サンプル量

840m3



建設混合廃棄物の地域別最終処分量建設混合廃棄物の地域別最終処分量

建設混合廃棄物の排出量約340万トンのうち、約3割(約100万トン)が首都圏（一都三県）

建設混合廃棄物の最終処分量約220万トンのうち、約3割（約60万トン）が首都圏（一都三県）

建設混合廃棄物の排出量約340万トンのうち、約3割(約100万トン)が首都圏（一都三県）

建設混合廃棄物の最終処分量約220万トンのうち、約3割（約60万トン）が首都圏（一都三県）

平成１４年度建設混合廃棄物排出量平成１４年度建設混合廃棄物排出量 平成１４年度建設混合廃棄物最終処分量平成１４年度建設混合廃棄物最終処分量

九州
30万t
(10%)

中国 20万t
(7%)

関東（一都三県を
除く） 20万t

(6%)

 近畿 60万t
(19%)

一都三県
100万t
(28%)

 中部
40万t
(13%)

その他の地域
   10万t
     (11%)

東北  20万t
(6%)

中部
20万t (11%)

中国 20万t
(10%)

東北  20万t
 (7%)

 近畿  30万t
(14%)

一都三県
60万t
(26%)

九州
　30万t
(13%)

その他の地域
    10万t

          (5%)

関東（一都三県を
除く） 20万t

 (7%)
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建設混合廃棄物の課題と対応建設混合廃棄物の課題と対応

課
題
課
題
課
題

対
応
対
応
対
応

リサイクルよりも分別
による排出量削減が
重要

分別の徹底により建設
廃棄物が少量・多品目化

建設リサイクル法による
分別解体等の徹底

トラックの延べ運搬距離の増加
によるCO2 排出量増加

建設副産物小口巡回共同回収
システムの構築
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建設副産物小口巡回共同回収システムのイメージ建設副産物小口巡回共同回収システムのイメージ

67



建設副産物小口巡回共同回収システムの実行戦略建設副産物小口巡回共同回収システムの実行戦略

建設副産物
小口巡回共
同回収シス
テムの構築

静脈物流センターによる共同積替

電子マニフェストシステムとリンクした
情報システムの整備

建設副産物を受入れるリサイクル産業の育成

複数の建設現場からの共同回収

建設副産物の現場での分別の推進

静脈物流センターから再資源化施設への直送

以下は小口巡回共同回収システムによる循環型社会経済システムの構築に関し密接不可分のため、別途、
政策として強力に推進する。
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排
出
事
業
者

（
建
設
会
社
）

産
業
廃
棄
物

処
分
業
者

関係地方

公共団体
国

産業廃棄物収集運搬業者

協議会協議会協議会

まずまずは首都圏で首都圏建設は首都圏で首都圏建設副産物副産物小口小口巡回共同回収巡回共同回収
　　　　　　　　　　　　　　　　システム構築協議会　　　　　　　　　　　　　　　　システム構築協議会をを設置設置
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首都圏首都圏建設建設副産物副産物小口小口巡回共同回収巡回共同回収
　　　　　　　　　　　　　　　　システム構築協議会　　　　　　　　　　　　　　　　システム構築協議会のの組織組織

首都圏建設副産物小口巡回共同回収システム首都圏建設副産物小口巡回共同回収システム構築構築協議会協議会

Ａ
システム運営・制度検討

分科会

Ｂ
情報化検討

分科会

Ｃ
分別排出方法検討

分科会

協議会事務局　（関東地方整備局等）

1回／3ヶ月

1回／月

常設で検討作業を
実施

システムの個々の要素の仕様及び
関係法令上の位置づけを検討

情報化手法を検討　　　　　
　　　　　　　　

建設副産物の分別手法を
検討　　　
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建設汚泥に関する今後の方向性建設汚泥に関する今後の方向性

0 20 40 60 80 100

H7年度 H12年度 H14年度

69%

41%

14%

縮減　23%

縮減　11%

縮減　8%

再資源化　46%

再資源化　30%

再資源化　6%

　
　

建
設
汚
泥

盛土材、埋戻し材、

路盤材等にリサイクル

「建設汚泥の再生利用に関するガイド
ライン」の策定
（リサイクル原則化ルール等の検討）

H14再資源化等率６９％ H22再資源化等率７５％

建設汚泥の再生品は建設発
生土等と競合する上、コストが
高い

現状 課題 今後の方向性

目標値（H22)　７５％

再資源化等率
（％）
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砕石
（路盤材等）

2万トン
6.0%

ドレーン材
0万トン　0.0%

流動化処理土
9万トン
28.4%

セメント副原料
5万トン
16.2%

土砂代替材
（盛土材等）

16万トン
49.4%

調査対象
4社

33万トン

建設汚泥の再資源化建設汚泥の再資源化

⑦再資源化施設後

①
場外搬出量

846 81%

17% ④最終処分
145

再資源化等率　 （②＋⑤＋⑥）
　　　　　　　 　　 ①

＝69%

単位：万トン

2% ②工事間利用　　17

③再資源化施設へ
684

再資源化
施設

⑤再資源化施設後再利用
　366

⑥減量化量
198

　最終処分
120

最終処分
265

（①のうち再資源化及び縮減された量と工事
間利用された量の合計の割合）

注）数値は平成１4年度実績

　　資料：平成１4年度建設副産物実態調査

43%

24%

14%
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砕石
（路盤材等）
0トン　0.0%

ドレーン材
0トン　0.0%

流動化処理土
12万トン
14.5%

セメント副原料
0トン　0.0%

土砂代替材
（盛土材等）

68万トン
85.5%

調査対象
7社

80万トン

図：関東(1都3県)における内訳

四捨五入の関係で合計値と合わない場合がある

図：近畿における内訳

（注）全国産業廃棄物連合会アンケート結果



建設建設汚泥の工事区分別排出量汚泥の工事区分別排出量

国　３１万t(4%)

公団・事業団

１９１万t(２３%)

都道府県

１５６万t(１８%)

政令市

１０４万t(１２%)

市町村

１０７万t(１３%)

建築

１８９万t(２２%)

資料：「平成資料：「平成1414年度建設副産物実態調査」（国土交通省）年度建設副産物実態調査」（国土交通省）

・建設汚泥の排出量は、平成14年度　８４６万ｔである。

・工事区分別にみると、公共土木７０％、建築２２％、民間土木８％となって
いる。

平成14年度排出量８４６万ｔ

民間土木

６９万t(８%)
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北海道15.4万t(1.8%)

資料：「平成資料：「平成1414年度建設副産物実態調査」（国土交通省）年度建設副産物実態調査」（国土交通省）

東北30.1万t(3.6%)

関東（１都３県以外）44.2万t(5.2%)

関東（１都３県）

390.1万t(46.1%)

北陸21.1万t(2.5%)

中部67.4万t

(8.0%)

近畿168.4万t

(19.9%)

中国21.2万t(2.5%)

四国20.3万t(2.4%)
沖縄3.8万t(0.4%)

注)１都３県

　　埼玉県、千葉県、東京都、
　　神奈川県

建設汚泥の建設汚泥の地域別排出量地域別排出量
建設汚泥の排出量は、関東地域、中部地域、近畿地域で全国の約建設汚泥の排出量は、関東地域、中部地域、近畿地域で全国の約
７９％を占める。７９％を占める。

　　　　　　　　⇒特に　　　　　　　　⇒特に首都圏（首都圏（11都３県）が都３県）が全国全国のの4646％％を占める。を占める。

九州64.3万t(7.6%)

図　建設汚泥の排出量（平成１４年度）図　建設汚泥の排出量（平成１４年度）
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建設汚泥の再資源化方法と利用用途例建設汚泥の再資源化方法と利用用途例

盛土材盛土材土～粉体土～粉体乾燥処理乾燥処理

盛土材　　　　　埋戻し材盛土材　　　　　埋戻し材改良土改良土安定処理安定処理

盛土材　　　　　埋戻し材盛土材　　　　　埋戻し材脱水ケーキ脱水ケーキ高度脱水処理高度脱水処理

砕石代替品　　砂代替品砕石代替品　　砂代替品

石材代替品石材代替品

粒状粒状

塊状塊状

溶融処理溶融処理

砕石代替品　　砂代替品砕石代替品　　砂代替品

ブロックブロック

粒状粒状

塊状塊状

高度安定処理高度安定処理

埋戻し材　　　　充填材埋戻し材　　　　充填材スラリー状→固化体スラリー状→固化体スラリー化安定処理スラリー化安定処理

ドレーン材　　　骨材ドレーン材　　　骨材

緑化基盤材　　園芸用土緑化基盤材　　園芸用土

ブロックブロック

粒状粒状焼成処理焼成処理

主な利用用途例主な利用用途例形状等形状等再資源化方法再資源化方法
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建設汚泥の課題と対応建設汚泥の課題と対応

再資源化等率の向上（平成14年度実績69％⇒平成22年度目標75％）

国土交通省・環境省で「建設汚泥の再生利用に関する連絡調整会議」
を開催（Ｈ１７．２．２５～）

・建設汚泥の再生利用に関するガイドライン・建設汚泥の再生利用に関するガイドライン・建設汚泥の再生利用に関するガイドライン ・建設廃棄物処理指針・・建設廃棄物処理指針建設廃棄物処理指針

課
題
課
題
課
題

検
討
の
方
向

検
討
の
方
向

検
討
の
方
向

自ら利用
・範囲の明確化
・手続きの簡素化 等

市販品の購入
・品質の確保 等

個別指定制度の活用

利用側が「公共」の場合
・指定の基準の明確化
・手続きの簡素化 等

利用側が「民間」の場合
・品質の確保　　　　　　　
・指定の基準の明確化
・手続きの簡素化 等

国土交通省 環境省

１．利用用途別の品質基準の策定

　

３
．
公
共
工
事
で
の
利
用
拡
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（リ
サ
イ
ク
ル
原
則
化
ル
ー
ル
）

２．手続きの簡素化・明確化

・「土の代替品」以外への利用も含めた利用用途の拡大の検討

目
標
目
標
目
標

　　 取締の徹底 適正なｺｽﾄ負担 適正な処理業者の選定

Ⅱ.建設汚泥のﾘｻｲｸﾙの推進

Ⅰ.建設汚泥の不適正処理の防止
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建設発生土に関する今後の方向性建設発生土に関する今後の方向性

0 20 40 60 80 100

H7年度 H12年度 H14年度

６５%

６２%

３２%

目標値（H22) ９５％

建
設
発
生
土

多量の土を捨てる一方、
捨てた土の３割に相当
する量の新材を購入し
ている。

建設発生土等の有効利用に関
する行動計画（H15.10.3策定）

の実施
　　　（指定処分の徹底）
　　　（工事間利用の促進　　等）

H14建設発生土利用率

６５％
H22建設発生土利用率９５％

・建設発生土の不適正処理に
よる自然環境への影響

・工事間利用が進んでいないこと
に起因する、新材採取に伴う
自然環境への影響

現状 課題 今後の方向性

利用土砂の建設発生土利用率
（％）

※公共工事のみの値※公共工事のみの値 77



利用土砂の建設発生土有効利用率

（②＋③＋⑧＋⑪）

⑩＋⑪
＝65%

建設発生土の工事間利用率

（②＋③）

①
＝30%

　　　資料：H14年度建設副産物実態調査（国土交通省）

16,966
　⑤内陸受入地

　　（うちｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ経由　2,646）

①
場外搬出量

24,509

②工事間利用（内陸部工事、海面事業等）
6,443

（うちｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ経由　1,186）

③再資源化施設（土質改良プラント）914

④海面処分場
186

⑧再生砂　312
（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊より）

⑩
土砂利用量

12,911

⑨新材
（山砂等）
　　5,243

 7%

50%

41%

 2%

単位：万ｍ3

26%

 4%

1%

69%

⑪現場内利用
2,115

建設発生土の搬出・利用に関する現状建設発生土の搬出・利用に関する現状
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建設発生土工事場所別搬出量・新材購入量

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

　

　

　

　

　

 
北

海

道

　

　

　

　

　

 
青

森

県

　

　

　

　

　

 
岩

手

県

　

　

　

　

　

 
宮

城

県

　

　

　

　

　

 
秋

田

県

　

　

　

　

　

 
山

形

県

　

　

　

　

　

 
福

島

県

　

　

　

　

　

 
茨

城

県

　

　

　

　

　

 
栃

木

県

　

　

　

　

　

 
群

馬

県

　

　

　

　

　

 
埼

玉

県

　

　

　

　

　

 
千

葉

県

　

　

　

　

　

 
東

京

都

　

　

　

　

　

 
神

奈

川

県

　

　

　

　

　

 
山

梨

県

　

　

　

　

　

 
長

野

県

　

　

　

　

　

 
新

潟

県

　

　

　

　

　

 
富

山

県

　

　

　

　

　

 
石

川

県

　

　

　

　

　

 
岐

阜

県

　

　

　

　

　

 
静

岡

県

　

　

　

　

　

 
愛

知

県

　

　

　

　

　

 
三

重

県

　

　

　

　

　

 
福

井

県

　

　

　

　

　

 
滋

賀

県

　

　

　

　

　

 
京

都

府

　

　

　

　

　

 
大

阪

府

　

　

　

　

　

 
兵

庫

県

　

　

　

　

　

 
奈

良

県

　

　

　

　

　

 
和

歌

山

県

　

　

　

　

　

 
鳥

取

県

　

　

　

　

　

 
島

根

県

　

　

　

　

　

 
岡

山

県

　

　

　

　

　

 
広

島

県

　

　

　

　

　

 
山

口

県

　

　

　

　

　

 
徳

島

県

　

　

　

　

　

 
香

川

県

　

　

　

　

　

 
愛

媛

県

　

　

　

　

　

 
高

知

県

　

　

　

　

　

 
福

岡

県

　

　

　

　

　

 
佐

賀

県

　

　

　

　

　

 
長

崎

県

　

　

　

　

　

 
熊

本

県

　

　

　

　

　

 
大

分

県

　

　

　

　

　

 
宮

崎

県

　

　

　

　

　

 
鹿

児

島

県

　

　

　

　

　

 
沖

縄

県

土
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千
m

3

　5,000

 10,000

-200

-100

0

100

200

300

400

工事間

利用量

受入地

搬出量

新材

購入量100

200

土
砂
利
用
量

搬
出
量

　　　資料：H14年度建設副産物実態調査（国土交通省）

都道府県別の建設発生土の搬出・利用に関する現状都道府県別の建設発生土の搬出・利用に関する現状
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資料：H14年度建設副産物実態調査（国土交通省）

国
2,622万m3

(11%）
公団・事業団
2,296万m3

（9%）

都道府県
8,934万m3

（37%）

政令市
1,064万m3（4%）

市町村
6,762万m3

（28%）

建築
1,984万m3

（8%）民間土木
 816万m3

（3%）

工事発注機関別建設発生土場外搬出量工事発注機関別建設発生土場外搬出量
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第Ⅰ章　行動計画策定の背景と目的

第Ⅱ章　建設発生土等の有効利用に関する現状と課題

第Ⅲ章　建設発生土等の有効利用に関する対応方針

１．基本的な考え方

２．行動計画の目標

３．行動計画のフォローアップ

４．行動計画の具体的な施策

建設発生土等の有効利用に関する行動計画建設発生土等の有効利用に関する行動計画
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建設発生土等の現状と課題
＊土量は公共工事と民間工事
　四捨五入のため合計があわない

土の搬出量

24,500万m3

土の利用量

12,600万m3

5,200万m3

工事間利用量
7,400万m3

17,000万m3

実態の未把握

新材採取場

内陸受入地

新材の採取

土の運搬に用いる
トラックの排出ガス

建設発生土の不適正処理

通達等の限界

建設発生土の
供給過多状態

不適正処理

海面処分場
200万m3最終処分場の使用

汚染土壌 廃棄物混じり土 資料：H14年度
　　　建設副産物実態調査
　　　（国土交通省）
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資料：H14年度建設副産物実態調査（国土交通省）

工事の発注者別建設発生土の指定処分の状況

72.5 27.5

33.5 66.5

77.6 22.4

64.8 35.2

71.2 28.8

85.5 14.5

95.9 4.1

99.0 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国

公団・事業団

都道府県

政令市

市町村

公共計

民間

合計

指定処分率

自由処分率

指定処分率

指定処分率
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新材の採取に伴う自然環境への影響

山砂　　
５２．５％

海砂
４１％

川砂
6.5％ 河床低下等による川砂採取規制有り

新材購入量　　　　　
7130万ｍ３／年

海砂採取の約６０％は瀬戸内海沿岸　
瀬戸内海の生態系保全を目的に　　　　
今後、砂利採取の規制は強化される。　
（ Ｈ１０年　広島県全面禁止　　　　　　　　

　Ｈ１７年　香川県全面禁止予定）

3740万ｍ３／年＝１年間に東京ドーム規模の山３０箇所が消滅

資料：H12年度建設副産物実態調査（国土交通省）、H12年度砂利採取業務状況報告書（国土交通省、経済産業省）

山跡
土砂を運ぶ長さ４ｋｍのベルトコンベアー

湾

昭和60年　航空写真

昭和６０年　航空写真 84



土の運搬に用いるトラックの総数土の運搬に用いるトラックの総数

現場１ 新材採取場

内陸受入地

5,200

17,000
現場２

7,400

(単位：万m3)

10tトラック　約5,400万台分

新材採取場

内陸受入地現場２

現場１

13,600

11,800

(単位：万m3)

10tトラック　約4,900万
　　　　　　　　　～約2,400万台分

×
700～　　
　　2,400

0

＊１

＊３

＊２

＊１　建設発生土等の工事間利用の促進
＊２　建設発生土場外搬出量の削減
＊３　(17,000－11,800)×0.14＝700　　17,000×0.14＝2,400
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内陸受入地の状況

殆んどの内陸受入地では、新材を購入してまでも盛土が行われない

１．土の利用目的あり。１．土の利用目的あり。
新材を買ってでも欲しい。新材を買ってでも欲しい。

１４％１４％

３．土の利用目的あり。３．土の利用目的あり。
しかし、新材を買ってしかし、新材を買って

までまではやらない。はやらない。
６６％６６％

２．土の利用目的なし。２．土の利用目的なし。
処分料が目的。処分料が目的。

１７％１７％

４．土の利用目的なし。４．土の利用目的なし。
不法投棄防止のため。不法投棄防止のため。

３％３％
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海面処分場に搬出されている建設発生土の土質区分

　　　資料：H14年度建設副産物実態調査（国土交通省）

5% 15%

20%

30%

第１種建設発生土

第２種建設発生土第３種建設発生土

第４種建設発生土

泥土

31％

5% 15%

20%

30%

第１種建設発生土

第２種建設発生土第３種建設発生土

第４種建設発生土

泥土

5% 15%

20%

30%

第１種建設発生土

第２種建設発生土第３種建設発生土

第４種建設発生土

泥土

31％
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建設発生土等の喫緊の課題

建設発生土の不適正処理による自然環境・生活環境への影響建設発生土の不適正処理による自然環境・生活環境への影響

建設発生土の工事間利用が進んでいないことに起因する、新
材採取に伴う自然環境への影響と土の運搬に用いるトラック
台数の増大

建設発生土の工事間利用が進んでいないことに起因する、新
材採取に伴う自然環境への影響と土の運搬に用いるトラック
台数の増大
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建設発生土等の有効利用に関する基本的な考え方

①建設発生土の不適正処理を防止するため、指定処分を徹底するなど、各
公共工事の発注者が建設発生土の行先を完全に把握する。

④上記①～③の支援として、公共工事における土砂のフローの管理など、
必要な施策を随時実施していく。

⑤上記①～④を強力に推進していくため、各公共工事の発注者間等の連携
を強化する。

⑤上記①～④を強力に推進していくため、各公共工事の発注者間等の連携
を強化する。

③工事間利用後、なお、建設発生土の場外搬出量が供給過多状態である場
合は、新技術を活用するなど、さらなる削減に努める。

設計の段階から切土、盛土のバランスをとる等、建設発生土の現場内利用
を進めるとともに、

②並行して、可能な限り建設発生土等の工事間利用を促進する。その際、
まずは、地方ブロック内の工事間利用調整を徹底する。調整不調の場合に
は、地方ブロック外との工事間利用を検討する。
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建設発生土等の有効利用に関する行動計画の具体的施策(1)

施策１　公共工事土量調査の実施施策１　公共工事土量調査の実施

施策２　建設発生土等の指定処分の徹底施策２　建設発生土等の指定処分の徹底

施策３　建設発生土等の工事間利用の促進
（１）建設発生土等の工事間利用の促進施策の実施

（２）「リサイクル原則化ルール」の効果の検証
（３）建設発生土の有効利用の総点検と行動計画の策定
（４）建設発生土の有効利用促進モデルブロック圏の設定

施策３　建設発生土等の工事間利用の促進
（１）建設発生土等の工事間利用の促進施策の実施

（２）「リサイクル原則化ルール」の効果の検証
（３）建設発生土の有効利用の総点検と行動計画の策定
（４）建設発生土の有効利用促進モデルブロック圏の設定

②建設発生土情報交換システムの改善
③建設リサイクルガイドラインの強化
④ストックヤードの活用
⑤民間の活用

①各地方建設副産物対策連絡協議会等の再活性化
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公共工事土量調査の実施公共工事土量調査の実施

工事発注前

（対象前年度）

公共工事土量調査（予定工事）を実施

　　　・各発注者は土工期等の工事情報を事務局に提出

　　　・工事情報提出の再は、情報交換システムを利用

　　　・事務局は工事情報をとりまとめ、各発注者に配布

工事間利用調整を実施

　　　・各発注者間で利用調整

　　　・利用調整結果を事務局に報告

　　　・事務局は利用調整結果をとりまとめ、利用調整出来なかった
　　　 工事は地方建設副産物対策連絡協議会で利用調整

　　　・工事予定の変更が有った場合は、情報交換システムを活用し
　　　 て各発注者間で個別に利用調整

公共工事土量調査（実績工事）を実施

　　　・各発注者は土量等の工事実績データを事務局に提出

　　　・事務局は工事実績データをとりまとめ、各発注者に配布

工事発注前

（対象年度）

工事完了後

（対象年度末）

91



建設発生土等の有効利用に関する行動計画の具体的施策(1)

施策１　公共工事土量調査の実施施策１　公共工事土量調査の実施

施策２　建設発生土等の指定処分の徹底施策２　建設発生土等の指定処分の徹底

施策３　建設発生土等の工事間利用の促進
（１）建設発生土等の工事間利用の促進施策の実施

（２）「リサイクル原則化ルール」の効果の検証
（３）建設発生土の有効利用の総点検と行動計画の策定
（４）建設発生土の有効利用促進モデルブロック圏の設定

施策３　建設発生土等の工事間利用の促進
（１）建設発生土等の工事間利用の促進施策の実施

（２）「リサイクル原則化ルール」の効果の検証
（３）建設発生土の有効利用の総点検と行動計画の策定
（４）建設発生土の有効利用促進モデルブロック圏の設定

②建設発生土情報交換システムの改善
③建設リサイクルガイドラインの強化
④ストックヤードの活用
⑤民間の活用

①各地方建設副産物対策連絡協議会等の再活性化
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・目的　：　発生土の適正な利用の促進を図る。

　　この基準においては、「土質区分基準」と「適用用途標準」を策定し、それぞれの関係を示している。

「土質区分基準」の策定　　→　　「適用用途標準」の策定

土質区分基準

（コーン指数）、（土質材料の工学的分類）
　ｋＮ／ｍ２

・第４種建設発生土 ：　　２００以上、 細粒分まじり砂質土、
　（第４種発生土＋第２種改良土） 　粘性・有機質土、シルト

・第３種建設発生土 ：　　４００以上、　細粒分まじり砂質土、
　（第３種発生土＋第２種改良土） 　　粘性土、シルト

・第２種建設発生土 ：　　８００以上、　細粒分まじり礫質土、
　（第２種発生土＋第２種改良土） 細粒分まじり砂質土

・第１種建設発生土 ：　　　－ 、　　　　　礫・砂

　（第１種発生土＋第１種改良土）

・泥土 ：　 ２００未満、 細粒分まじり砂質土、
　（泥土） 　　　　　　　　　　粘性・有機質土、シルト

※コーン指数とは、締固められた土の地盤としての強さを示す指数。大きいと強い。

※上記の「泥土」は建設汚泥を含む。

適用用途標準

・工作物の埋戻し、路床・路体盛土、土木構造物の裏　
込材、河川築堤、土地造成（宅地・公園・緑地造成）、
水面埋立の何れの用途にも、概ね使用可

・工作物の埋戻し、土木構造物の裏込め、路省盛土で
は、適切な土質改良が必要

　路体盛土、河川築堤、土地造成（宅地・公園・緑地造
成）、水面埋立へは、概ね使用可

・水面埋立以外の使用にあたっては、

　適切な土質改良が必要

　　また、使用が不適当な場合もある

発生土利用基準について （平成１６年３月３１日 国官技第３４１号 国官総第６６９号 通知）
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・目的　：　建設汚泥の適正な利用の促進を図る。

　　基準（案）においては、建設汚泥を土質材料として盛土等に利用する場合について、
　　　　　　　　　　　　　　　「処理土の品質区分基準」と「適用用途標準」の案を策定しそれらの関係を示している。

　　　　「処理土の品質区分基準」の策定　　→　　「適用用途標準」の策定

品質区分基準
　・建設汚泥を焼成、固化、脱水、乾燥及びセメント・
　　石灰等による安定処理等をし、性状を改良したも
　　のについての品質基準毎に分類。

（コーン指数：kN/㎡）

・第４種処理土 ：　２００以上

・第３種処理土 ：　４００以上

・第２種処理土 ：　８００以上

・第１種処理土 ：　　　－

※コーン指数とは、締固められた土の地盤としての強さ
を示す指数。大きいと強い。

適用用途標準

・工作物の埋戻し、路床・路体盛土、構造物の裏込材、河川築堤、　　
　土地造成（宅地・公園・緑地造成）の何れの用途にも、概ね使用可

・工作物の埋戻し、道路路床、構造物の裏込材には、施工上の工夫が必要

　その他の用途には、概ね使用可

・道路路体、一般堤防、土地造成には、施工上の工夫が必要

　その他の用途には、使用不可

建設汚泥の「処理方法」と「利用用途」について整理　

　　・製品化処理技術　　　 （焼成、スラリー化安定、高度安定、溶融処理）　→　　ドレーン材、骨材、ブロック、埋戻し材、砕石・砂代替品　

　　・土質材料としての処理（脱水、安定、乾燥処理） 　　→　　盛土材、埋戻し材

建設汚泥再生利用技術基準（案）について
　（平成１１年３月２９日　技調発第７１号　通知）
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建設発生土等の有効利用に関する行動計画の具体的施策(1)

施策１　公共工事土量調査の実施施策１　公共工事土量調査の実施

施策２　建設発生土等の指定処分の徹底施策２　建設発生土等の指定処分の徹底

施策３　建設発生土等の工事間利用の促進
（１）建設発生土等の工事間利用の促進施策の実施

（２）「リサイクル原則化ルール」の効果の検証
（３）建設発生土の有効利用の総点検と行動計画の策定
（４）建設発生土の有効利用促進モデルブロック圏の設定

施策３　建設発生土等の工事間利用の促進
（１）建設発生土等の工事間利用の促進施策の実施

（２）「リサイクル原則化ルール」の効果の検証
（３）建設発生土の有効利用の総点検と行動計画の策定
（４）建設発生土の有効利用促進モデルブロック圏の設定

②建設発生土情報交換システムの改善
③建設リサイクルガイドラインの強化
④ストックヤードの活用
⑤民間の活用

①各地方建設副産物対策連絡協議会等の再活性化
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建設発生土情報交換システムの改善建設発生土情報交換システムの改善

建設発生土情報交換
システム

現状 各発注者が任意に工事データを
システムに入力

・工事登録件数が少ない

・工事データの更新が十分に　　
　行われない

公共工事土量調査の実施時に
情報交換システムのデータ入力
を行う

課題

対応

入力している
おっさんの絵
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建設リサイクルガイドラインの強化建設リサイクルガイドラインの強化

計画 設計 積算 発注 工事着手 工事完成事業の段階：

現行の
リサイクル　：
ガイドライン

リサイクル

ガイドライン：

の強化

発注者は設計者に
リサイクル計画書の
作成を指示する。

積算担当課がリサイ
クル計画書を作成す
る。

再生資源利用（促進）
計画書等を元請業
者から提出させる旨
特記仕様書に記載
する。

再生資源利用（促進）
計画書を発注者に
提出させる。

再生資源利用（促進）
計画書の実施状況
を発注者に提出させ
る。

目標を下回る建設
発生土利用率の場
合、リサイクル阻害
要因書を作成する。

事務所等副産物対
策委員会がチェック
し、改善指示を出す。

建設発生土利用率
が積算段階と比較し
て、１０％以上下がっ
た場合、積算担当課
がリサイクル阻害要
因説明書を作成す
る。

半期毎に取りまとめ
る。

計画段階で複数事
業における建設発
生土総合調整ガイ
ドラインの策定

工事間利用率が悪
い工事についても、
チェックを行うルール
とする。

リサイクル阻害要因
改善指針を策定す
る。

（取りまとめ結果を収集）
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ストックヤードを適切に運営するため、その標準的な整備手法、盛土方法、管理方法を規定する、ストックヤ
ード運営指針（案）を定め、各地方建設副産物対策連絡協議会等で各公共工事の発注者に周知する。

ストックヤード運営指針（案）の概要

１.ストックヤードのタイプ

　①現場内利用型ストックヤード、②先行盛土型ストックヤード、③中継地型ストックヤード

２.ストックヤードの設置主体

　①、②については、各公共工事の発注者が設置。　　③については、公的セクターを想定。

３.ストックヤードの用地

　①は仮設的なストックヤードであることから、

　　　　　公共事業の先行取得用地、工事実施個所近傍での借地等を活用。

　②は工事用取得済用地を活用。

　③は公共用地の活用、借地、用地の新規取得、等を想定。　　　

４.盛土の方法

　（１）構造（高さ、勾配、等）
　（２）工法（敷き均し方法、締め固め方法、のり面処理方法、等）

５．ストックヤードの施設

６．ストックヤード運営方法

ストックヤードの適切な運営ストックヤードの適切な運営
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公募等の手続きのイメージ

公共工事間で建設発生土の利用調整を行う

利用調整で
きなかった
工事

公募に応じた民間工事のうち、建設発生土の搬出費用が

最も低価格となる民間工事を選定する

公共工事の現場から一定の範囲内にある民間工事

を対象として、建設発生土の受入れを公募する

公共工事から搬出される建設発生土を民間工事に搬入する仕組み公共工事から搬出される建設発生土を民間工事に搬入する仕組み
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公募等の手続きのイメージ

砂利と同等の品質の建設発生土

については、売払いの公告を行う

（売払いにあたっては、建設発生土に有害物質が

含まれていないことをチェックする）

売払い

落札者あり

一般競争入札

民間への建設発生土等の売却

建設発生土の土質構成（全国）

2%

22%

4%

3
%

39%

31%

第１種建設発生土の
うちトンネルズリ約

680万m3

第１種建
設発生土
（トンネル
ズリ以外）

第２種建設発生土

第３種建設発生土

第４種建設発生土

泥土

100
※『建設発生土等の有効利用に関する行動計画の策定について』（国土交通省）参考資料２２より

　ただし、「建設発生土の土質構成（全国）」は、H14建設副産物実態調査結果に更新



建設発生土等の有効利用に関する行動計画の具体的施策(2)

施策８　廃棄物混じり土への対応マニュアル等の検討施策８　廃棄物混じり土への対応マニュアル等の検討

施策４　建設発生土の広域利用の促進施策４　建設発生土の広域利用の促進

施策５　建設発生土等の場外搬出量の削減施策５　建設発生土等の場外搬出量の削減

施策６　法的対応の検討施策６　法的対応の検討

施策７　汚染土壌への対応マニュアルの策定施策７　汚染土壌への対応マニュアルの策定
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（注１）対象は公共工事
（注２）建設発生土利用率＝工事間利用量／土の利用量
　　　　　　　　　※利用量には現場内利用を含む

（注３）工事間利用率＝工事間利用量／土の搬出量
　　　　　　　　　※利用量には現場内利用を含まない

　　　

毎年度実施する公共工事土量調査等を活用してフォローアップを行う。
目標年度である平成１７年度に詳細な評価分析を行い、
その結果によっては行動計画の抜本的見直しを実施する。

行動計画のフォローアップ

そのためには、土砂を搬出する工事側でも、建設発生土等の工事間利用率を
理論上の最大値５７％に近づけるべく、平成１７年度までに４５％に向上させる。

行動計画の目標

利用土砂の建設発生土利用率を平成１７年度までに８０％に向上させる。

建設発生土等の有効利用に関する行動計画の目標等

その結果、自然環境に影響を及ぼしている新材の利用率は２０％に低減する。
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５．アスベスト（石綿）について５．アスベスト（石綿）について５．アスベスト（石綿）について
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アスベスト（石綿）アスベスト（石綿）の現状の現状

アスベスト（石綿）とはアスベスト（石綿）とは

○ 天然に産する繊維状の鉱物繊維状の鉱物（髪の毛の５０００分の１の細さ）
（参考）長さ：１mm～数cm、太さ：０．００００２mm（０．０２ミクロン）

○ 燃えにくく、熱や薬品、摩擦に強く、絶縁性や耐久性に優れているため、
建設資材にも多く使われている建設資材にも多く使われている。

1970年から90年にかけて年間約30万トンという大量の石綿が輸入されている。

⇒　これらの石綿のうち８割以上は建材に使用されたと言われている。

⇒　これらの建築物の解体のピークは2020年から2040年頃にくると予想されている。

現
状
現
状
現
状
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飛散性アスベスト飛散性アスベスト（石綿）の（石綿）の使用例使用例

石綿含有保温材(配管曲がり部)

吹付アスベスト・石綿含有吹付ロックウール（Ｓ造の耐火被覆）
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非飛散性アスベスト非飛散性アスベスト（石綿）の（石綿）の使用例使用例

住宅屋根用平板石綿スレート

ビニール床タイル（石綿含有）
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アスベスト（石綿）アスベスト（石綿）問題の概要問題の概要

飛散性アスベストによる人体への影響飛散性アスベストによる人体への影響

飛散したアスベストを人が吸い込むことにより、人体へ影響を及ぼす

石綿肺（アスベスト肺） 肺が繊維化してしまう肺繊維症（じん肺）という病気の一種。
潜伏期間は１５～２０年といわれている。

肺繊維症、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺ガンを起こす可能性があることが
知られている（WHO報告）

悪性中皮腫 肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜などに
できる悪性の腫瘍。潜伏期間は２０～２５年といわれている。

肺ガン 肺細胞に取り込まれた石綿繊維による物理的刺激等により
発生するといわれている

平成１７年

６月３０日 ある石綿含有製品製造会社が、過去にアスベストを扱った従業員への
弔慰金を支払ったことなどを公表

参考参考
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アスベスト（石綿）アスベスト（石綿）問題への問題への対応対応（その１）（その１）
平成１７年

６月３０日 ある石綿含有製品製造会社が、過去にアスベストを扱った従業員への
弔慰金を支払ったことなどを公表

最
近
の
経
緯

最
近
の
経
緯

最
近
の
経
緯

７月２９日 「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合（第１回）」「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合（第１回）」を開催

８月２６日 「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合（第２回）」「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合（第２回）」を開催

「アスベスト問題への当面の対応案」を作成

「アスベスト問題への当面の対応案」の概要「アスベスト問題への当面の対応案」の概要

（１）（１） 今後の被害を拡大しないための対応今後の被害を拡大しないための対応
○建築物の解体時等の飛散予防の徹底（国交省、厚労省、環境省）
○製造・新規使用等の早期の全面禁止（厚労省、経産省） 等

（２）（２） 国民の有する不安への対応国民の有する不安への対応
○国民への積極的な情報提供（国交省、総務省、厚労省、経産省、環境省）
○国民の一般的不安・疑問に応えるためのＱ＆Ａの作成・公表（国交省、文科省、厚労省、環境省等） 等

（３）（３） 過去の被害に対する対応過去の被害に対する対応
○労災補償制度等の周知徹底等（国交省、厚労省、消防庁等）
○労災補償を受けずに死亡した労働者等への対応（厚労省、環境省等）

（４）（４） 政府の過去の対応の検証政府の過去の対応の検証

１．対応策１．対応策

２．実態把握の強化２．実態把握の強化 ３．各省の連携と国民への迅速な情報提供３．各省の連携と国民への迅速な情報提供
108



アスベストアスベスト（石綿）（石綿）問題問題への対応への対応（その２）（その２）

労働安全衛生法に石綿障害予防規則（石綿則）を制定(Ｈ17.7.1施行）

⇒　これまでの特定化学物質等障害規則（特化則）からアスベストに関する規定を

　　分離し、新たに石綿障害予防規則（石綿則）を制定したところ。

特定化学物質等障害
予防規則

○建築物の解体等の作業

における対策強化

・事前調査の充実

・作業計画の作成

・作業衣等の持ち出し原則

　禁止

・特別教育等

○石綿等が吹き付けら

れた建築物等における措置

・損傷、劣化した吹き

　付け石綿の除去、封じ

　込め等の実施

○その他の取り扱い作業

・作業衣等の持ち出し

　の原則禁止事前調

・清掃の実施等

・特定の作業での湿潤

　化、保護具の使用

・その他現行特化則規制

石綿障害予防規則　(平成１７年７月１日施行）

＊強調斜体は、石綿障害予防規則の制定により対策が強化されたもの

石綿等の製造、取り扱い

作業について管理規則

・排気装置の設置

・特定の作業において

　湿潤化、保護具の使用

・事前調査等
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建築物等の解体等の作業における対策の強化①建築物等の解体等の作業における対策の強化①

110

１.　建築物等の解体等における石綿使用の事前調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第３条）

　　　　石綿の使用の有無を目視、設計図書等により調査を行い、その結果、石
　　　綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿の使用の有無を分析
　　　により調査する。

２.　建築物等の解体等の作業における作業計画の作成　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第４条）

　　　　あらかじめ当該作業に従事する労働者への石綿粉じんのばく露防止対　
　　　策等を盛り込んだ作業計画を作成したうえで、当該計画に基づいて作業を
　　　行わなければならない。

１１..　建築物等の解体等における石綿使用の事前調査　建築物等の解体等における石綿使用の事前調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第３条）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第３条）

　　　　石綿の使用の有無を目視、設計図書等により調査を行い、その結果、石
　　　綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿の使用の有無を分析
　　　により調査する。

２２..　建築物等の解体等の作業における作業計画の作成　　　　建築物等の解体等の作業における作業計画の作成　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第４条）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第４条）

　　　　　　　　あらかじめ当該作業に従事する労働者への石綿粉じんのばく露防止対　
　　　策等を盛り込んだ作業計画を作成したうえで、当該計画に基づいて作業を
　　　行わなければならない。



建築物等の解体等の作業における対策の強化②建築物等の解体等の作業における対策の強化②
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３.　解体等の作業の届け出（第５条）と
　　　　　　隔離･立入り禁止措置（第６条、第７条）

　　　　耐火建築物等の吹付け石綿に加え、保温材、断熱材、耐火被覆材の除　
　　　去作業についても、あらかじめ石綿ばく露防止対策等の概要等を記載した
　　　作業届を労働基準監督署長に届け出させる。また、当該作業所について　
　　　直接保温材等の除去作業を行う労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、
　　　かつ、その旨を表示しなければならない。

４.　石綿の使用状況の通知（第８条)

　　　　建築物等の解体等の作業を行う仕事の発注者（建築物の所有者、管理　
　　　者等）は、当該仕事の請負人に対し、当該建築物等における石綿の使用　
　　　状況等（設計図書など）を通知するよう努めなければならない。

３３..　解体等の作業の届け出（　解体等の作業の届け出（第５条第５条）と）と
　　　　　　隔離･立入り禁止措置（第６条、第７条）　　　　　　隔離･立入り禁止措置（第６条、第７条）

　　　　耐火建築物等の吹付け石綿に加え、保温材、断熱材、耐火被覆材の除　
　　　去作業についても、あらかじめ石綿ばく露防止対策等の概要等を記載した
　　　作業届を労働基準監督署長に届け出させる。また、当該作業所について　
　　　直接保温材等の除去作業を行う労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、
　　　かつ、その旨を表示しなければならない。

４４..　　石綿の使用状況の通知（第８条石綿の使用状況の通知（第８条))

　　　　建築物等の解体等の作業を行う仕事の発注者（建築物の所有者、管理　
　　　者等）は、当該仕事の請負人に対し、当該建築物等における石綿の使用　
　　　状況等（設計図書など）を通知するよう努めなければならない。



建築物等の解体等の作業における対策の強化③建築物等の解体等の作業における対策の強化③
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５.　建築物の解体工事等の条件(第９条)

　　　　建築物等の解体等の作業の発注者は、建築物の解体方法や費用等に　
　　　ついて、労働安全衛生法及びこれに基づく命令の遵守を妨げるおそれの　
　　　ある条件を付さないよう配慮しなければならない。

６.　保護具等の管理（第４６条）

　　　　使用された呼吸用保護具、作業衣等を他の衣服と隔離して保管すると　
　　　ともに、付着した物を除去した後でなければ、作業場の外へ持ち出すこと　
　　　を禁止する。

５５..　　建築物の解体工事等の条件建築物の解体工事等の条件((第９条第９条))

　　　　建築物等の解体等の作業の発注者は、建築物の解体方法や費用等に　
　　　ついて、労働安全衛生法及びこれに基づく命令の遵守を妨げるおそれの　
　　　ある条件を付さないよう配慮しなければならない。

６６..　　保護具等の管理（第４６条）保護具等の管理（第４６条）

　　　　使用された呼吸用保護具、作業衣等を他の衣服と隔離して保管すると　
　　　ともに、付着した物を除去した後でなければ、作業場の外へ持ち出すこと　
　　　を禁止する。


